
初期値 目標値

25年 24年 25年 26年 27年 28年 37年

4兆円 − 4兆円 集計中 集計中 集計中 8兆円

− − − − −

初期値 目標値

26年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 37年度

5% − − 5% − − 20%

− − − − −

初期値 目標値

25年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 32年度

46% − 46% − −
サンプル調査：

47.8% 60%

− − − − −

初期値 目標値

26年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 32年度

11.5% − − 11.5% 11.4% 11.2% 16%

− − − − −

初期値 目標値

25年 24年 25年 26年 27年 28年 37年

7兆円 − 7兆円 − − − 12兆円

− − − − −

初期値 目標値

26年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 32年度

約250件 − − 約250件 263件 283件 388件

− − − − −

26年度 27年度 28年度 29年度

6,436 6,408 5,800 5,925

△ 0 20,000 0 −

0 0 0 −

6,436 26,408 5,800 5,925
<0> <0> <0> <0>

5,484 25,780

0 0

952 628

業績指標

実績値
評価

N
暦年ごとの目標値

実績値

14　マンションの建替え等の件
数（昭和50年からの累計）

実績値
評価

B
年度ごとの目標値

評価

B

年度ごとの目標値

12　新築住宅における認定長
期優良住宅の割合

実績値

　（判断根拠）

次期目標等への
反映の方向性

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分

不用額（百万円）

翌年度繰越額（百万円）

前年度繰越等（c）

合計（a＋b＋c）

予算の
状況

（百万円）

執行額（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

評価

暦年ごとの目標値

10　既存住宅流通量に占める
既存住宅売買瑕疵保険に加入
した住宅の割合

実績値

30年度要求額

13　リフォームの市場規模

評価

B
年度ごとの目標値

11　25年以上の長期修繕計画
に基づく修繕積立金額を設定し
ている管理組合の割合

N

9　既存住宅流通の市場規模

実績値

年度ごとの目標値

④進展が大きくない

評価結果

目標達成に向けて引き続き、住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市
場の整備を推進する。

評価

N

業績指標１１，１２，１４については目標に近い実績を示しておらず、業績指標９，１０，
１３については、直近の実績値がないため評価することができないものであることか
ら、「④進展が大きくない」と判断した。

施策目標個票
（国土交通省29－②）

施策目標 住宅の取得・賃貸・管理・修繕が円滑に行われる住宅市場を整備する

施策目標の概要及び
達成すべき目標

施策の分析
住生活基本計画に基づいた、施策の着実な実施を行っているところであるが、目標達
成にはより一層の取組が必要である。

住宅ストックの質の向上を図る取組や、市場における適正な取引の実現に資する施策等を通じ、適切に維持管理され
た住宅ストックが円滑に流通する市場環境を整備する。これにより、良質な住宅ストックが将来世代へ継承されるととも
に、国民が求める住宅を無理のない負担で安心して選択できる市場の実現を目指す。

　（各行政機関共通区分）

目標達成度合いの
測定結果



担当部局名 住宅局

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成29年6月23日）

政策評価実施時期 平成29年8月作成責任者名
住宅政策課
（課長　阿萬　哲也）



業績指標９ 

既存住宅流通の市場規模* 

 

 

（指標の定義） 

指標＝Ａ×Ｂ 

Ａ＝土地と家屋を含めた消費者の既存住宅の購入価額 【出典：市場動向調査（国土交通省）】 

Ｂ＝既存住宅の流通戸数 【出典：住宅・土地統計調査（総務省）】 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3月 18 日閣議決定）で設定している目標値（8兆円（平成 37 年））か

ら設定。 

（外部要因） 

地価・住宅価格の動向、市場の金利動向、資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 住宅建設業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

 ・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 ・日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日） 

 ・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ４兆円 集計中 集計中 集計中 

 

 

 
 

主な事務事業等の概要 

○住宅履歴情報の整備 

円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工

内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

○既存住宅売買に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保 

険等を引き受けるとともに、多様な消費者ニーズに対応した保険商品を開発。 

評 価 

 

Ｎ 

 

目標値：８兆円（平成３７年） 

実績値：集計中（平成２８年） 

    ４兆円（平成２５年） 

初期値：４兆円（平成２５年） 



○住宅ストック活用・リフォーム推進事業 

中古住宅流通・リフォーム市場の活性化を図るため、リフォームの主な担い手である中小工務店等が連携して取り

組む設計・施工基準の整備や、消費者の相談体制の整備、住宅団地における空き家等の流通促進に向けた取組、リフ

ォームによる性能向上を建物価値に反映させるための取組等に対して支援する制度。 

予算額：住宅ストック活用・リフォーム推進事業１０億円（平成２５年度）、１１．０９億円（平成２６年度） 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ性

等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業６０．７５億円の内数（平成２７年度）、４０億円（平成２８年度） 

○住宅金融支援機構の証券化支援事業 

住宅金融支援機構との連携のもとで民間金融機関が提供しているフラット３５は、既存住宅購入資金も融資対象 

であり、既存住宅の取得を支援。 

○不動産取引価格情報の提供 

不動産の個別の取引価格等の情報について、登記情報を基に買主へのアンケートを行い、個別の物件が特定できな

いよう配慮した上で、国土交通省のホームページ（土地総合情報システム）上で提供。 

予算額：不動産市場整備等推進調査費２．７５億円（平成２７年度）同上 ２．６８（平成２８年度） 

○不動産総合データベースの整備 

不動産流通市場の透明性を高め、取引の円滑化及び活性化を図るため、不動産取引に係る各種情報の集約・提供を

行うシステム（不動産総合データベース）を構築し、宅地建物取引業者から消費者へ適時適切に情報を提供。 

予算額：０．８５億円（平成２７年度）同上０．８５億円（平成２８年度） 

○中古住宅取引に係る消費者の安心確保のための取引ルールの検討 

中古住宅取引において、宅地建物取引業者がリフォームやインスペクション等、関連する分野の事業者と連携して

多様な消費者ニーズに対応できる体制や標準的な中古住宅取引ルールの構築を図る。 

予算額：０．２０億円（平成２７年度）同上０．２１億円（平成２８年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

― 

（事務事業等の実施状況） 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に住宅履歴 

情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保険等を引き受けた。（平成２７年度申込実績：宅建業

者販売タイプ７，９７５戸、個人間売買タイプ１，３３６戸、平成２８年度申込実績：宅建業者販売タイプ９，

１２３戸、個人間売買タイプ１，６８９戸） 

・住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成２７年度は３２件を採択。住宅ストック維持・向上促進

事業のうち、良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業において、平成２８年度は３９件を採択。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、公募を実施し、平成２７年度予算では３，７１７戸、平成２８年

度予算では５，９０３戸を交付決定した。 

 ※平成２８年度は交付申請戸数 

・長期優良住宅化リフォームに係る税制特例（所得税・固定資産税）を創設（平成２９年度税制改正）。 

・住宅金融支援機構のフラット３５により、既存住宅の取得を支援（既存住宅に対する融資実績 平成２７年度：

１２，７３５戸、平成２８年度：１３，６６５戸）。 

・住宅金融支援機構のフラット３５Ｓにより、耐久性・可変性等の性能に優れた住宅の取得を金利の引下げで支援 

・不動産取引価格情報について、国土交通省のホームページ上で提供（平成２８年度までの累計提供件数：約２９

７万件、平成２８年度のウェブアクセス総数：約８，７００万件）。 

・マンションの管理組合の運営状況や修繕履歴等の蓄積・開示を行う「マンションみらいネット」について、登録 

メリットの拡大を図る等、登録者に対するサービスを充実。 

・宅地建物取引業者と他の関連事業者の連携を支援。 

・不動産総合データベースの本格運用に向け、平成２７年度より横浜市における試行運用を開始し、平成２８年度

より横浜市に加えて静岡市・大阪市・福岡市へと試行運用エリアを拡大。 

・宅地建物取引業法を改正し、重要事項説明に建物状況調査（インスペクション）の実施の有無等を位置付け。 

・既存住宅状況調査技術者講習制度の創設 

・「住みたい」「買いたい」既存住宅の流通促進に寄与する事業者団体の登録制度（＝『安心Ｒ住宅（仮称）』）を創



設。 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・実績値が把握出来ておらず、目標の達成状況について判断できないため、Ｎと評価した。 

・既存住宅の購入に当たっての消 費者の不安感や情報不足の解消に向けて、既存施策を着実に推進するとともに、

平成２９年度に新たな措置を講じる必要がある。 

・「住みたい」「買いたい」既存住宅の流通促進に向けて、事業者団体の登録制度（＝『安心Ｒ住宅（仮称）』）を平成

２９年度夏より開始し、消費者等へ制度の普及・定着を図る。 

・改正宅地建物取引業法の施行に向けて、建物状況調査（インスペクション）の普及を図る。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 阿萬 哲也） 

関係課：土地・建設産業局不動産業課（課長 中田 裕人） 

土地・建設産業局不動産市場整備課（課長 井崎 信也） 

土地・建設産業局地価調査課（課長 古川 陽） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 中尾 晃史） 

住宅局住宅生産課（課長 長谷川 貴彦） 

住宅局住宅瑕疵担保対策室（室長 神谷 将広） 

住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 野本 英伸） 

 



業績指標１０ 

 既存住宅流通量に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

既存住宅流通戸数に占める既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅戸数の割合（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：既存住宅売買瑕疵保険の申請戸数 Ｂ：既存住宅の流通戸数（年間） 

（出典）平成２５年「住宅・土地統計調査」（総務省）に基づく国土交通省独自集計 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成２８年３月１８日閣議決定）で設定している既存住宅流通量に占める既存住

宅売買瑕疵保険に加入した住宅の割合（２０％（平成３７年））から設定。 

 

（外部要因） 

地価・住宅価格の動向、市場の金利動向、資金調達可能額の動向等 

 

（他の関係主体） 

 不動産事業者、住宅瑕疵担保責任保険法人等 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ― ５％ ― ― 

 

 
 

主な事務事業等の概要 

○既存住宅瑕疵保険、リフォーム瑕疵保険、大規模修繕瑕疵保険の周知普及 

○既存住宅売買に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保 

険等を引き受けるとともに、多様な消費者ニーズに対応した保険商品を開発。 

評 価 

 

Ｎ 
 

目標値：２０％（平成３７年度） 

実績値： － （平成２８年度） 

     ５％（平成２６年度） 

初期値： ５％（平成２６年度） 



○リフォーム工事に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、

マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引受け。 

○住宅ストック維持・向上促進事業 

健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費

者が住生活に関するニーズを的確に充足できる市場環境を整備する取り組みに対し支援を行う。 

予算額：９．９億円（平成２８年度） 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

－ 

 

（事務事業等の実施状況） 

○既存住宅瑕疵保険個人間売買型仲介事業者コースを新たに開発。（平成２８年度申込実績：仲介事業者コース６２

戸） 

○住宅瑕疵担保責任保険法人において、既存住宅売買瑕疵保険等を引き受けた。（平成２７年度申込実績：宅建業 者

販売タイプ７，９７５戸、個人間売買タイプ１,３３６戸、平成２８年度申込実績：宅建業者販売タイプ９,１２３

戸、個人間売買タイプ１，６８９戸） 

○住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引き受けた。 

 （平成２７年度申込実績：リフォーム瑕疵保険３，４２１戸、大規模修繕瑕疵保険９５５棟、平成２８年度申込実

績：リフォーム瑕疵保険３，９０２戸、大規模修繕瑕疵保険１,２０２棟） 

○住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成２７年度は３２件を採択。住宅ストック維持・向上促進事

業のうち、良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業において、平成２８年度は３９件を採択。 

○既存住宅状況調査技術者講習制度の創設 

 

 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

実績値が把握出来ておらず、目標の達成状況について判断できないため、Ｎと評価した。 
ニーズに応じた新たな瑕疵保険商品の開発、保険法人等の関係主体や他制度との連携による普及啓発等に努める。 

 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課住宅瑕疵担保対策室（室長 神谷 将広） 

関係課： 

 



業績指標１１ 

 ２５年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合 

 

 

（指標の定義） 

計画期間が２５年以上である長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの管理組合の割

合（B／A) 

※A＝５年に一度のマンション総合調査の調査対象マンション管理組合数、B＝A のうち計画期間が２５年以上である

長期修繕計画に基づき修繕積立金額を設定している分譲マンションの管理組合数 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

分譲マンションは、共用部分を共同で管理することから、適正な維持管理には、長期間にわたる修繕計画とそれに

基づく修繕費用の積立を行うことが必要であり、合理的で適正な管理等を示す指標として、住生活基本計画（H28 年

３月 18 日閣議決定）で設定している目標値（70％（H37)）をもとに現況値と平成 37 年度末までの目標値との差を按

分し、平成 32 年度末までの数値を形式的に設定。 

 

（外部要因） 

なし 

 

（他の関係主体） 

 なし 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

  

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3月 18 日） 

 

 【閣決（重点）】 

なし 

 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

― ４６％ ― ― サンプル調査：47.8%  

 

 
 

 

 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：６０％（平成３２年度） 

実績値：サンプル調査：47.8%（平成２８年度） 

    ４６％（平成２５年度） 

初期値：４６％（平成２５年度） 



主な事務事業等の概要 

○適切なマンションの長期修繕計画の策定のための仕組みづくり 

 マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うこと 

が重要であり、経年による劣化に対応するため、適切な長期修繕計画を作成し、必要な修繕積立金を積み立ててお 

くことが必要であるため、長期修繕計画を作成・見直しするための標準的な様式として「長期修繕計画標準様式」 

と、長期修繕計画の基本的な考え方と長期修繕計画標準様式を使用するための留意点を示した「長期修繕計画作成 

ガイドライン及び同コメント」を策定・公表しており、引き続きセミナー等を実施し普及促進する。 

○マンションの修繕積立金に関するガイドライン 

  新築マンション購入予定者向けに修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金額の目安を示した、「マンショ

ンの修繕積立金に関するガイドライン」を策定・公表しており、引き続きセミナー等を実施し普及促進する。 

 ○マンション管理適正化・再生推進に当たっての課題の解決に向けて、マンション管理組合の活動を支援する法人等

が行う管理組合における合意形成をサポートする活動に対して補助を行う「マンション管理適正化・再生推進事業」

を行う。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

２５年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金額を設定している管理組合の割合を把握するに当たっては、５年

に一度のマンション総合調査を基にしており、直近の最新データは平成２５年度の実績値である。ただし、平成２

８年度にサンプル調査（平成２５年度総合調査の３０％弱の調査対象規模）を実施しており、それによると４７．

８％となっている。過去の実績値（３６．６％、平成２０年度）からの伸びに比べると、鈍化している懸念があり、

目標値の達成に向けて、引き続き取り組む必要がある。 

 

（事務事業等の実施状況） 

・長期修繕計画標準様式・長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメントの普及。 

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインの普及。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は前述のとおり、平成２０年度から平成２５年度の実績値の伸びは大きいものの、特に高経年

マンションほど長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している管理組合の割合が低い傾向にある。また、サンプ

ル調査値を勘案すると、割合が高くなるにつれて、伸びが鈍化していく懸念もあり、進展が大きくない。 

引き続き住生活基本計画（全国計画）に基づき、マンション管理の適正化を図るため、マンションの法制度の改

正等状況の変化に対応した標準管理規約の見直しの検討、外部専門家活用の取り組みとして、誠実義務違反や利益

相反防止の方策、事故があった場合の措置等について、より具体的な例示やガイドライン等を示すことの検討、大

規模修繕の実態把握等を実施する。さらに、「マンション管理適正化・再生推進事業」の実施、「長期修繕計画標準

様式」及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の普及を着実に図るとともに、以下の施策を実施し

ていくこととし、Ｂと評価した。 

 

・長期修繕計画標準様式、長期修繕計画ガイドライン及び同コメントの普及。 

・マンションの修繕積立金に関するガイドラインの普及。 

・長期修繕計画の策定・見直し事例の分析・マニュアル化に対する補助事業支援。 

・マンション標準管理規約の普及。 

・マンションの管理の適正化に係る指針の普及。 

・管理組合を対象とした相談会やセミナーの開催等。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 野本 英伸） 

関係課：  

 



業績指標１２ 

 新築住宅における認定長期優良住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

年間の新設住宅着工戸数（フロー）に対する、長期優良住宅に係る認定を取得した住宅の戸数 

(Ａ／Ｂ) 

Ａ ＝ 年度の長期優良住宅の認定戸数 

Ｂ ＝ 年度の新設住宅着工戸数 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3月 18 日閣議決定）で設定している新築住宅における認定長期優良住

宅の割合の目標値（20％（平成 37 年））を基に、現況値と平成 37 年度末までの目標値との差を按分し、平成 32 年度

末までの数値を形式的に設定したもの。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向、住宅ローン金利の動向、建材等の価格の動向 等 

（他の関係主体） 

 住宅供給事業者（事業主体）、所管行政庁（運用主体）、住宅金融支援機構（支援主体） 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

     １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ － １１．５％ １１．４％ １１．２％ 

 

 
 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値：１６％（平成３２年度） 

実績値：１１．２％（平成２８年度） 

初期値：１１．５％（平成２６年度） 



主な事務事業等の概要 

○長期優良住宅の普及を促進するために必要な財政上及び金融上の措置その他の措置 

・新築の認定長期優良住宅に対する予算措置、税の特例措置、融資制度 

○長期優良住宅の普及の促進に関し、国民の理解と協力を得るため、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する知識

の普及及び情報の提供 

・インターネットやパンフレット等の各種媒体による制度のＰＲ 

・地方公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援 等 

○長期優良住宅の普及を促進するために必要な人材の養成及び資質の向上 

・建設事業者、建築士、所管行政庁等、長期優良住宅の普及に関係する者向けの制度説明会や講習会の開催 等 

○長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

【指標の動向】 

 平成２８年度の実績値は１１．２％（A=109,373、B=974,137）と、２６年度の１１．５％（A=101,112、B=880,470）

に対して減少している。このトレンドを延長すると、平成３２年度の目標値達成に向けて必ずしも順調ではな

いため、評価を「Ｂ」とした。ただし、認定の取得が少ない賃貸住宅を中心に新設住宅着工戸数が増加している

ため認定割合としては減少しているが、認定戸数自体は増加している。 

 住宅の建て方別に普及状況をみると、共同住宅における平成２８年度の実績値は０．２％（A=1,288、B=540,410）

であり、共同住宅において認定の取得が進んでいない。 

【事務事業等の実施状況】 

・ 規則の改正により、平成２２年６月１日より長期優良住宅の認定に係る書類の簡素化等を実施した。 

・ 共同住宅に係る認定基準の合理化を図った告示改正を、平成２４年４月１日より施行した。 

・ インターネットや新聞・雑誌、パンフレットや事例集等による制度のメリットのＰＲ、地方公共団体等の各種団

体が行う普及活動への支援等を行った。 

・ 平成２８年度税制改正において、長期優良住宅に対する税制上の特例措置（登録免許税、不動産取得税、固定資

産税）の適用期限を２年延長し、引き続き長期優良住宅の普及を促進した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

【課題の特定】 

・ 一戸建ての住宅については、中小事業者による長期優良住宅の供給が大手の事業者と比べて少なくなっている。 

・ 共同住宅については、認定基準への適合と事業性の両立が難しいことが、認定取得が進まない要因の一つであ

る。 

・ 長期優良住宅制度が、消費者に必ずしも十分に認知されていない。 

【今後の取り組みの方向性】 

・ 今後は、住生活基本計画（平成２８年３月１８日）で定められている通り、平成３７年度を目標年度とし、実施

率の目標（２０％）は堅持したうえで、課題の解消に向けた方策を検討し、一層の普及の促進を図ることを目指

す。 

・ 一戸建ての住宅については、中小事業者への制度の周知・浸透を図り、認定取得を促進する方策を講じる。 

・ 共同住宅については認定基準の合理化を図るため、耐震性をはじめとする認定基準の合理化に向けた検証を行

う。 

・ さらに、住宅の消費者に対して、インターネットやパンフレットや事例集等の各種媒体による制度のＰＲ、地方

公共団体等の各種団体が行う普及活動への支援等を行うことにより、より一層の制度の周知を図り、住宅の消費

者による制度の活用を引き続き促進する。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 長谷川 貴彦） 

関係課：  

 



業績指標１３ 

 リフォームの市場規模* 

 

 

（指標の定義） 

Ａ＝  ① 10 ㎡以上の増改築工事＋ ② 10 ㎡未満の増改築工事＋ ③ 設備の維持修繕費＋ ④ 修繕工事（大規模

修繕等）＋ ⑤ 賃貸住宅のリフォーム 

（目標設定の考え方・根拠） 

「住生活基本計画（全国計画）」（平成 28 年 3月 18 日閣議決定）で設定している目標値（12 兆円（平成 37 年））か

ら設定。 

（外部要因） 

資金調達可能額の動向等 

（他の関係主体） 

 リフォーム事業者 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２８年３月１８日） 

  ・日本再興戦略２０１６（平成２８年６月２日） 

  ・ニッポン一億総活躍プラン（平成２８年６月２日） 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

  なし 

 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ ７兆円 － － － 

 

 
 

主な事務事業等の概要 

○住宅・建築物安全ストック形成事業、耐震対策緊急促進事業 

 地震の際の住宅・建築物の倒壊等による被害の軽減を図るため、住宅・建築物の耐震性の向上に資する事業につい

て、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制度。平成２５年１１月に施行された改正耐震改修促進法に基

づき、不特定多数の人が利用する大規模建築物等に対する耐震診断結果の報告の義務づけ、建築物の耐震性に係る

表示制度の創設等により、住宅・建築物の耐震化を促進している。 

予算額：社会資本整備総合交付金 ９，０１８億円の内数（平成２７年度） 

８，９８３億円の内数（平成２８年度）、 

防災・安全交付金    １兆  ９４７億円の内数（平成２７年度） 

                  １兆１，００２億円の内数（平成２８年度） 

評 価 

 

Ｎ 

 

目標値：１２兆円（平成３７年） 

実績値： － （平成２８年） 

    ７兆円（平成２５年） 

初期値：７兆円（平成２５年） 



     耐震対策緊急促進事業 １８０億円（平成２７年度） 

                      １２０億円（平成２８年度） 

○サステナブル建築物等先導事業 

 住宅・建築物における省エネ・省 CO2 化を推進するため、省エネ・省 CO2 に係る先導的な技術の普及啓発に寄

与するリーディングプロジェクトに対して支援を行う制度。 

予算額：環境・ストック活用推進事業 ６０．７５億円の内数（平成２７年度） 

                  １０９．４６億円の内数（平成２８年度） 

                    １．５億円の内数（平成２８年度補正） 

○長期優良住宅化リフォーム推進事業 

 既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を推進するため、劣化対策、耐震性、省エネ性

等の住宅性能の向上を行うリフォームに対して支援を行う制度。 

 予算額：環境・ストック活用推進事業 ６０．７５億円の内数（平成２７年度） 

４０億円（平成２８年度） 

○住宅履歴情報の整備 

 円滑な住宅流通や計画的な維持管理等を可能とするため、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工

内容等の情報が確実に住宅履歴情報として蓄積され、活用される社会的仕組みの普及を推進。 

 予算額：インスペクションの活用による住宅市場活性化事業 ３億円（平成２７年度） 

                             ２．７億円（平成２８年度） 

○省エネ住宅ポイント 

 エコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修及び設備の一体的工事（設備エコ改修）又はこれらの改修

と併せて行うバリアフリー改修等により一定のポイントを発行し、省エネ・環境配慮に優れた商品との交換や追加

工事の費用に充当できる制度。 

予算額：８０５億円（平成２６年度補正）、１００億円（平成２７年度） 

○住宅ストック循環支援事業 

 耐震性の確保されたエコリフォームの推進等のため、窓や外壁等の断熱改修及び設備の一体的工事（設備エコ改修）

又はこれらの改修と併せて行うバリアフリー改修等に対して支援を行う制度。 

予算額：２５０億円（平成２８年度補正） 

○リフォーム工事に係る保険制度 

住宅瑕疵担保履行法に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、

マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引受け。 

〇住宅ストック維持・向上促進事業 

健全な中古住宅・リフォーム市場の発展を図るため、良質な住宅ストックが市場において適正に評価され、消費

者が住生活に関するニーズを的確に充足できる市場環境を整備する取り組みに対し支援を行う。 

予算額：９．９億円（平成２８年度） 

○住宅金融支援機構による耐震改修工事融資 

耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震改修工事に必要な資金を貸し付

ける制度。 

○住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度 

満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォームを行う際、生存時は利払いのみ

とし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とする融資制度。 

○住宅金融支援機構によるリバースモーゲージの住宅融資保険制度 

民間金融機関による住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住宅金融支援機構による住宅融

資保険の付保対象とする制度。 

【税制上の特例措置】 

○住宅リフォームに関する税制上の特例措置 

耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修又は長期優良住宅化リフォームが行われた住宅に対する所得税及び固定

資産税の減税措置を適用。 

※長期優良住宅化リフォームについては平成 29 年度税制改正において創設 

○買取再販で扱われる住宅の取得に係る税制上の特例措置 

 買取再販事業者が既存住宅を買取りし、住宅性能の一定の質の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を再販

売する場合の流通税（不動産取得税･登録免許税）の軽減措置を適用。 

○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 

 直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、一定金

額までの贈与につき贈与税の非課税措置を適用。 

○住宅ローン減税 

 償還期間 10 年以上の住宅ローンを利用して住宅の増改築等をした場合、10 年間、各年末の住宅ローン残高の一定

割合（1.0％）を所得税額（一部、翌年度の住民税額）から控除する措置を適用。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

－ 



（事務事業等の実施状況） 

・住宅・建築物安全ストック形成事業について、平成２４年度補正予算において、住宅の耐震改修に関する補助額

に３０万円／戸を加算する時限措置などの拡充を実施。（平成２６年度予算において、消費税増額にともない３０．

９万円／戸とするとともに、平成２６年度補正予算において、期限を平成２７年度末まで延長。また、平成２８

年度第２次補正予算において、地方公共団体が区域を定め戸別訪問を行う場合、３０万円／戸を加算する拡充を

実施。） 

また、平成２５年度予算において、改正耐震改修促進法により耐震診断が義務付けられる建築物に対し、住宅・

建築物安全ストック形成事業による助成に加え、国が重点的・緊急的に支援する耐震対策緊急促進事業を創設。 

・サステナブル建築物等先導事業において、公募を実施し、住宅に係るプロジェクトについて、平成２７年度は応

募が１７件あり、６件を採択、平成２８年度は応募が６件あり、２件を採択。 

・既存住宅の「増改築」に係る長期優良住宅認定制度の創設。 

・長期優良住宅化リフォーム推進事業において、公募を実施し、平成２７年度予算では３，７１７戸、平成２８年

度予算では５，９０３戸を交付決定した。 

 ※平成２８年度は交付申請戸数 

・住宅履歴情報について、新築、改修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積され、

活用される仕組みの普及を推進。 

・省エネ住宅ポイントのエコリフォームについては、２３６，３７９戸にポイント発行（約２２百万ポイント） 

・住宅ストック循環支援事業のエコリフォームについては、交付申請の受付を実施中。 

・消費者が安心してリフォームが行えるよう、リフォームの無料見積チェック制度や、全国の弁護士会における弁

護士・建築士による無料専門家相談を実施した。 

・住宅瑕疵担保責任保険法人において、リフォーム瑕疵保険、マンションの大規模修繕瑕疵保険等を引き受けた。 

 （平成２７年度申込実績：リフォーム瑕疵保険３，４２１戸、大規模修繕瑕疵保険９５５棟、平成２８年度申込

実績：リフォーム瑕疵保険３，９０２戸、大規模修繕瑕疵保険１，２０２棟） 

・住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業において、平成２７年度は３２件を採択。住宅ストック維持・向上促進

事業のうち、良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業において、平成２８年度は３９件を採択。 

・既存住宅状況調査技術者講習制度の創設 

・住宅金融支援機構において、耐震改修促進法に基づく耐震改修工事及び同等の耐震性能を向上させるための耐震

改修工事に必要な資金の貸し付けを実施した。 

・住宅金融支援機構により、満６０歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー工事や耐震改修工事を施すリフォームを

行う際、生存時は利払いのみとし、死亡時に住宅資産等を活用して元金を一括返済することを可能とする高齢者

向け返済特例制度による融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、民間金融機関の住宅改良等資金に係るリバースモーゲージ型の融資について、住宅融

資保険制度を実施した。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住居とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリフォ

ームに対して補助を行う「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

リフォームの市場規模の推計に当たっては、５年ごとに実施する住宅・土地統計調査の結果を用いており、平成２

６年度から平成２８年度の実績値は不明であるため、Ｎと評価した。 

目標値の達成に向けて今後も引き続きこれまでの施策を着実に推進するとともに、耐震改修、省エネ改修、バリア

フリー改修をはじめ、住宅ストックの質の向上を図るリフォームを一層促進するために必要な措置を講じる。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局住宅生産課（課長 長谷川 貴彦） 

関係課： 住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 中尾 晃史） 

    住宅局住宅政策課（課長 阿萬 哲也） 

    住宅局住宅瑕疵担保対策室（室長 神谷 将広） 

    住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 呉 祐一郎） 

    住宅局安心居住推進課（課長 石坂 聡） 

 



業績指標１４ 

 マンションの建替え等の件数(昭和５０年からの累計） 

 

 

（指標の定義） 

マンションの改修・建替え等による再生を促進する施策の効果を測定するため改修・建替え等の着手件数を指標と

して設定 

指標＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ 

Ａ＝耐震改修促進法に基づく区分所有建物の耐震改修に係る認定件数の累計 

Ｂ＝区分所有法に基づく建替決議（マンション建替法に移行するものを含む。）件数の累計 

Ｃ＝マンション敷地売却事業に係る除却の必要性に係る認定件数の累計 

Ｄ＝民法に基づく合意（建て替える旨の全員合意）件数の累計 

Ｅ＝都市再開発法に基づく組合設立等の認可の件数の累計 

 

（目標設定の考え方・根拠） 

マンションの改修・建替え等による再生を促進する施策の効果を測定するための指標として、住生活基本計画

（H28.3.18 閣議決定）で設定している目標値（約 500 件（H37)）をもとに現況値と平成 37 年度末までの目標値との

差を按分し、平成 32 年度末までの数値を形式的に設定。 

 

（外部要因） 

該当なし 

 

（他の関係主体） 

 該当なし 

 

（重要政策） 

 【施政方針】 

 なし 

  

 【閣議決定】 

日本再興戦略 2016（平成 28 年 6月 2日） 

住生活基本計画（全国計画）（平成 28 年 3月 18 日） 

 

 【閣決（重点）】 

なし 

 

 【その他】 

 なし 

 

 

 

過去の実績値 （年度） 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ 

－ － 約２５０ ２６３ ２８３ 

 

 

評 価 

 

Ｂ 

 

目標値： ３８８件（平成３２年度） 

実績値： ２８３件（平成２８年度） 

初期値：約２５０件（平成２６年度） 



 

 

主な事務事業等の概要 

○団地型マンションの敷地の共有関係や建替えの検討状況等について調査し、また、改修・建替えにおける合意形成

の阻害要因となる空き家マンションや所在不明者等の実態を調査することで、老朽化等の課題を抱えるマンションの

状況把握を行った。 

○マンション建替え円滑化法に基づき認可を受けて実施されるマンション建替事業等について、優良建築物等整備事

業及び都市再生住宅等整備により支援（従前の地区面積要件・従前の戸数要件等を緩和）。 

○老朽化マンションの建替え等の専門家による相談体制等の整備として、一級建築士による電話相談及び弁護士・建

築士等による対面相談を実施する活動に対して補助を行う「マンション管理適正化・再生推進事業」を行った。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

マンションの建替え等の件数を把握するに当たっては、建替え等に係る諸制度の認定、決議等の件数の累計を基

にしている。平成２８年度のデータは精査中のもので、確定の数値ではないものの、過去の実績値のトレンドから

勘案すると、目標値の達成に向けて、引き続き取り組む必要がある。 

 

（事務事業等の実施状況） 

・耐震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドラインの普及。 

・マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアルの普及。 

・マンション建替え実務マニュアルの普及。 

・優良建築物等整備事業及び都市再生住宅等整備による支援。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

業績指標の実績値は前述のとおり、平成２６年度が初期値のため、平成２６年度から２７年度の短期のトレンド

でしか把握できないが、その点を勘案しても進展が大きくない。 

今後、目標達成に近づくためには、各年度の実績数を伸ばす必要がある。その取り組みとして、敷地売却を活用

した団地型マンションの再生の仕組みを構築する。さらに、「マンション管理適正化・再生推進事業」の実施、「耐

震性不足のマンションに係るマンション敷地売却ガイドライン」、「マンションの建替えに向けた合意形成に関する

マニュアル」及び「マンション建替え実務マニュアル」の普及等を着実に図っていくこととし、「Ｂ」と評価した。 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課： 住宅局市街地建築課マンション政策室（室長 野本 英伸） 

関係課： 住宅局市街地建築課（課長 平松 幹朗） 

住宅局市街地建築課市街地住宅整備室（室長 呉 祐一郎） 

 


